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０．コンソーシアムメンバー

【商号】

【創立年月日】

【本社所在地】

【代表者】

【資本金】

【事業内容】

（株）ミナカラ

2013年11月22日

〒107-0052
東京都港区赤坂2-21-12
江沢ビル1階

代表取締役薬剤師 喜納 信也

非公開

インターネットでの服薬治療サー
ビス「ミナカラ」の開発、運営

ヤマトホールディングス（株）

1919年11月29日

〒104-8125
東京都中央区銀座2-16-10

取締役社長 山内 雅喜

1,272億34百万円

貨物自動車輸送事業他、ロジス
ティクス関連事業等

【商号】

【創立年月日】

【本社所在地】

【代表者】

【資本金】

【事業内容】

ヘルスケアを
もっと身近に感動的に

場所に届けるんじゃない
人に届けるんだ

2



１．ICT活用による
超スマート医療社会実現



日本が抱える課題
危機的な労働力不足
（超少子高齢化社会）

危機的な医療費増加
（医療財源不足）

医療従事者の業務負荷増 医療難民増

目前に迫った危機的シナリオ
国民・国庫の医療費負担増

危機を回避し得る新たな手段
遠隔診療 シェアリングAI

超スマート社会（Society5.0）の実現で解決したい

１-(1) 起案の背景
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１-(2) 超スマート社会実現に向けたテストモデル

戻り
（15分）

配送
（15分）

調剤
（5～15分）

投薬（１分） 薬歴入力（１分）

ミナカラのお薬宅配サービスのオペレーションフロー

宅配便 約600円
同一県内概算宅配料金

薬剤師の宅配コスト 約1,000円
薬剤師の平均時給2,000円×0.5時間

さらに現実的には、薬剤師ドライバーの採用は非常に
困難で、安全面からも宅配便利用の方が合理的。

WIN

Which？
薬局に行くのが困難
な状態にある患者
様に、薬剤師が患
者様のご自宅まで
処方薬をお届けす
るサービス。

お薬宅配サービス
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１-(3) 調剤の現状

一般的な薬局のプロセスフロー

薬剤師A

来店

退店

処方箋
チェック

（疑義照会）

薬剤師B

調剤

レセコン
入力 監査 服薬指導 薬歴管理

一昔前と異なり、現在は殆どの医薬品は製剤化さ
れている。また、近年はジェネリックの普及で、医薬
品の種類は飛躍的に増加。
薬剤師のアナログ的なピッキング・検品よりも、プ
ロの物流事業者の方が、精度・スピードに勝る。

【補足】
近年、医薬品のシート単位のバーコード化が進
んでいるが、殆どの薬局では、活用されていな
い。零細が大半の薬局業界では、投資回収
等の理由により、活用が見込めない。

現在の服薬指導は、「対面原則」と言いながら、必ず
患者本人に対面で服薬指導をしている訳ではない。

ミナカラが考える薬剤師の本業
l 処方内容に対する薬学管理的なチェック（医師の処方に対するダブルチェック）
l 患者の服薬状況・予後モニタリングに薬学管理的なチェック（服薬指導）と、より

良い治療環境を提供するためのアフターフォロー（日常生活における服薬と療養サ
ポート）

＝ 薬剤師の大切な業務

【補足】 対面服薬指導を行っている相手
調剤薬局 ドラッグストア
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患者本人への服薬指導
（後日確認も可能）

１-(4) 今後の薬剤師のあり方
単純業務主体の薬剤師から、

真のかかりつけ薬剤師へ進化！
～より多くの方に、より良い医療の提供～

残薬等確認も容易に
リアルタイムに

来局の負担軽減
（感染リスク低減）

本業特化で、より質の高
い医療を効率的に
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出典：（株）ミナカラHP
https://minacolor.com/parts/19/questions/31600/

出典：（株）ミナカラHP
https://minacolor.com/parts/19/questions/31630/



薬局

物流
事業者

生活動線上病院

医師

薬剤師

LIVE

医師

遠隔診療

LIVE

薬剤師

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

人・在庫・拠点
のシェアリング

生活者

遠隔服薬指導

ＶＡＮ

宅配便

ＥＤＩ連携

１-(5) 目指したい超スマート医療社会

IT×医療×LTの融合による安心で便利な超スマート社会の実現。
LT＝ロジスティクステクノロジー
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２．職場での服薬指導の実現



２-(1) 起案の背景
ヤマトグループの医療費の内訳
（Ｈ２７健保連 統計データ）

63%

37%

未受診 受診

33%

67%

未受診 受診

血圧（140～、90～）
の受診状況

HbA1c 6.5以上
の受診状況

受診勧奨だけでは改善が困難

低い
受診率

時間確保が困難
労働集約産業で、平日の日中で時間確保が困難。
さらに、危機的な労働力不足に陥っている。

通院が困難
ヤマトの拠点の多くは、（騒音等対策のため）市街地から
離れた立地にあり、勤務時間での通院が困難。
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健保

企業

社員

病院

薬局

①受診勧奨

②通院/オンライン診療※
※現在認められているオンライン診療

医師

サーバー

③処方箋送付

③‘処方箋送付
（電子処方箋）

④処方箋送信
⑤調剤 ⑥お薬配達

会議室等※

※現状で認められてい
る職場での受診場所

受
診
時
・

服
薬
指
導
時

移
動

（本人同意の上の）
第三者によるデータ送信

保険者への健保連携医療
機関の案内・利用推奨

提
携

２-(2) 検討中スキーム

薬剤師
職場での服薬指導
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２-(3) 検討中スキームにおける課題

職場で服薬指導を行うことは可能でしょうか？
職場での服薬指導

薬剤師法第22条 【調剤の場所】
薬剤師は、医療を受ける者の居宅等（居宅その他の厚生労
働省令で定める場所をいう。）において医師又は歯科医師
が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務
のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以
外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。た
だし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設（獣医
療法 （平成四年法律第四十六号）第二条第二項 に規
定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動
物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条におい
て同じ。）の調剤所において、その病院若しくは診療所又は
飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医
師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害そ
の他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することが
できない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情が
ある場合は、この限りでない。

薬剤師法施行規則第13条 【調剤の場所】
・居宅
・次に掲げる施設の居室
イ 児童福祉法 第三十七条 に規定する乳児院、同法第
三十八条 に規定する母子生活支援施設、同法第四十一
条 に規定する児童養護施設、同法第四十二条 に規定す
る知的障害児施設、同法第四十三条の二 に規定する盲ろ
うあ児施設、同法第四十三条の三 に規定する肢体不自由
児施設及び同法第四十四条 に規定する児童自立支援施
設
ロ 生活保護法 第三十八条第二項 に規定する救護施設
及び同条第三項 に規定する更生施
ハ 売春防止法 第三十六条 に規定する婦人保護施設
ニ 老人福祉法 第二十条の四 に規定する養護老人ホー
ム、同法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム及
び同法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム
ホ 障害者自立支援法第五条第十二項 に規定する障害
者支援施設及び同条第二十二項 に規定する福祉ホーム

生活者にとっては、職場も重要な生活拠点の1つとして考えています。薬剤師法施行規則第13条
の定めに「職場」の記載はございませんが、検討中スキームの実施は可能でしょうか？
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２-(4) 検討中スキーム実現によるメリット

lかかりつけ医の機能強化。医師

lかかりつけ薬剤師の機能強化。薬剤師

l重症化予防。
l受診機会の増大。
l医薬品受け取り機会の増大。

被保険者

l受診率（受診継続率）の向上。
l重症化予防による医療費削減。保険者

l労働力の確保。企業

登場人物 定性的メリット
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２-(5) 規制緩和による利用者の広がり

職場

公共施設

宿泊場所

居宅等の範囲 想定される利用者

多忙な都市圏の
サラリーマン

工業地域等で働く
作業員

過疎地等の
高齢者

被災地等の
作業員

長期出張者 旅行者
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